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研究成果の概要（和文）：都市計画領域における、計画策定・協議・環境影響評価などの事前手続、計画争訟・
許可の争訟などの事後手続について、中心となる行政活動（計画・許可）の事前事後で別個に考察するだけでな
く、一体的に把握することで、広範な行政裁量を手続全体を通じて統制することについて検討を行った。その際
に、一体的把握が少なからず見られるイギリス法を比較対象として、比較法研究を通じて考察した。
協議会、海洋空間計画、開発許可、廃道処分といった個別の制度に基づく検討を行うとともに、都市・環境領域
の行政争訟全般、都市計画法の規律密度といった全般的な検討をも行い、多面的に考察した。

研究成果の概要（英文）：In planning law, it is common to analyse separately pre-procedures 
(including plan-making, consultation, and environmental assessment) and post-procedures (including 
appeal and judicial review of a plan and a permission). But to control wide discretion, it is useful
 to comprehend pre- and post-procedures integratedly and analyse the control through both 
procedures. I have researched by comparing with law in the UK, where integrated comprehension is 
there.
Based on this perspective, I have written articles on general themes (appeal and judicial review in 
planning and environmental law, and statutory density in planning act) as well as particular themes 
(Kyogi-kai, marine spatial planning, planning permission and abolition of road).

研究分野： 行政法
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令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
行政法において、都市計画領域は比較的広範な行政裁量が認められてきた領域である。そうした裁量統制におい
て、かねてから裁判統制の重要性は指摘されているが、他方で裁判所による統制の限界も認識されてきた。それ
ゆえ、都市計画における裁量統制において、事後の争訟手続だけでなく、事前の参加・協議手続をも通じた一体
的な統制の必要性を指摘するとともに、その可能性を探求した点において学術的意義がある。
こうした視点を、現代的な法制度である協議会、海洋空間計画などにあてはめて考察したことは、学術的にも社
会的にも意義のあるものである。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
行政法や都市法においては、都市計画に係る事前の計画策定手続と事後の計画争訟手続など、

都市計画決定の事前と事後の手続が別々に論じられることが多い。都市計画決定といった事前
の計画策定においては、利害関係者の関与、その他の住民参加に係る手続的統制の議論がなさ
れる一方で、事後の計画争訟については計画決定の争い方や計画裁量の司法審査に関して、事
前手続と連関した議論は十分になされていないように感じられた。しかしながら、都市計画に
ついて論じられる、手続面での多段階的な関与、実体面での広範な計画裁量の統制のいずれに
おいても、事前と事後の手続全体を通じた関与や統制のあり方と考察することが、より実質的
かつ現実的な法的関与と法的統制の考察に資すると考え、事前手続と事後手続の一体的把握を
研究テーマとして選定した。 
この視点からすると、イギリス法は制度的に一体的把握が見られると考えられた。つまり、

事前手続への関与の程度が事後の争訟に係る原告適格の判断において考慮されたり、計画策定
手続での審問官の役割が事後の司法審査における裁判所の審査において検討されたりと、事前
手続と事後手続が連関した仕組みとなっているのである。それゆえ、イギリス法を比較対象と
して、事前と事後の手続を一体的に把握し法的に分析することとしたのである。 
なお、こうした一体的把握は、日本の開発許可や建築確認、イギリスの計画許可といった個

別具体的な行政決定においても一定程度当てはまると考え、計画策定だけでなく許認可の段階
も考察対象とした。 
 

２．研究の目的 
（１）計画策定段階における一体的把握 
  都市計画は他の行政分野に比べて、裁量の余地が大きく、実体的な法的統制が困難であるた
め、代わりに手続的な法的統制が重要であると論じられている。事前の計画策定手続について
は、意見提出、公聴会、計画提案など様々は手続的関与が制度化されてきた。他方で、事後の
計画争訟手続においては、特別な制度が用意されていないこともあり、典型的な争訟方法とし
ての取消訴訟では処分性や原告適格などの法的障害が存在するなど、争訟を通じた法的統制が
十分に機能していないと考えられる。計画段階での争訟の機会が十分でないために、後の許認
可段階で計画の違法性が争われることが少なくない。これは、都市計画に係る事後的な法的統
制を早期に行うのではなく、先延ばしすることになり、かなり後の段階において行うことにな
る。そうすると、事前手続での全般的な利害調整とあまり関連しない形で、事後の争訟が争わ
れる恐れがある。 
これに対して、比較対象とするイギリス法においては、多段階的な手続関与とともに、特別

な争訟の仕組みが用意され、両者を通じて、都市計画の実効的な法的統制が機能していると考
えられる。そこでは、事前の策定手続において、計画案に係る議論での多段階的な関与や住民
参加とともに、審問官（inspector）による計画案の全般的な審査がなされる。そして、短期の
出訴期間内での争訟の仕組みの下で、計画裁判所での専門的かつ迅速な審査がなされる。計画
裁判所での審査は、審問官による計画内容に係る判断を尊重してなされ、手続面の審査が中心
となる。一体的把握という観点からすると、事前の手続を前提として事後の争訟手続が設計さ
れているのである。なお、日本における計画争訟手続の立法化に係る議論においても、事前手
続とリンクした事後の争訟手続が論じられていた。 
  都市計画は多様な利害と関わるものであるため、事前手続において多様な主体による多段階
的な参加・関与が求められる。他方で、事後手続である裁判手続はそうした利害調整にとって
適切な場ではなく、事前手続での判断を前提に計画の法的統制を図る方が裁判所による紛争解
決になじむし、より適時かつ適切な計画裁量の統制となると考えられる。こうした関心から、
計画策定段階における一体的把握について検討することとした。 
 
（２）許認可段階における一体的把握 
  都市法における事前手続としては、開発許可や建築確認などにおける手続も利害調整のため
の事前手続の必要性が認識され、日本においても各自治体で独自の付加的な手続が模索されて
いる。しかし争訟手続においては、こうした利害調整はほとんど影響力を持たず、事前手続と
分断された形となりがちである。また、原告適格、訴えの利益などの訴訟要件の判断において
も、事前手続はほとんど考慮されない。 
  これに対してイギリス法では、計画許可手続においても事前の参加と事後の争訟が連関した
仕組みとなっている。つまり、計画不許可などについて争う場合、大臣に不服申立てすること
になり、基本的には審問官による判断がなされる（申請について中央の大臣が決定することと
するコールインの場合も、審問官が内容的判断をする）。審問官は、不服申立てについての審理
ではあっても、（裁判所のように）当初決定の事後的な審査ではなく、内容的妥当性も含め全面
的な審査を行う。それゆえ、さらに裁判所で争われる場合でも、自治体行政庁の当初決定では
なく、審問官による裁決が係争対象となる（裁決主義）。事後手続の審問官による審査において
も、事前手続と同様に利害調整がなされるのである。審問官が事前と事後の手続の結節点とな
っている。 
また、第三者が計画許可等を争う場合には、裁判所に司法審査請求することになるが、そこ

でも事前手続への参加度合いが原告適格の判断要素であったり、事前手続の議論が援用された



りと、事前手続を前提として裁判所での審査が行われる。 
このようにイギリス法においては、許認可段階においても一体的把握と考えられる制度設計

がなされているため、許認可段階をも含めて検討をすることとした。 
 
３．研究の方法 
（１）2015 年度 
研究初年度である 2015 年度には、日本の都市計画法における事前手続と事後手続についての

文献を渉猟し、イギリスの都市農村計画法における事前手続と事後手続についての文献の調査
を行った。また、自治体の都市計画担当者に事前手続の運用実態について話を伺った。 
初年度であるため準備作業が中心となり、事前手続と事後手続の一体的把握という研究の中

核にまでは至っていない。しかしながら、準備作業として事後手続である争訟手続について、
イギリスにおける近年の動向を中心に議論を取りまとめた（論文⑨、図書③）。 
以上のように、2015 年度は準備作業として、事前手続と事後手続のそれぞれについて法制度

の状況とそれを取り巻く課題や議論の整理を行った。これは、今後、事前手続と事後手続の一
体的把握を理論的に検討する際の基礎となる作業である。 
 
（２）2016 年度 
2016 年度には、初年度に行った事前手続と事後手続についての文献調査を継続するとともに、

イギリスにおける調査も行った。イギリスにおいては、公法の観点からの最新の知見を得るた
めに Public Law Conference に参加するとともに、事後手続である司法審査について理論と実
務を架橋する議論を行っている、Public Law Project のボンディ氏にインタビュー調査を行っ
た。 
前年度の文献調査に基づく成果として、法令の規律密度の観点から分析した論文を公刊した

（論文⑧）。また、計画許可に関して事前手続と事後手続が連関するコールインについて検討し
た論考も出版された（図書②）。いずれも日本法における都市計画法のあり方に係る関心からイ
ギリス都市法を検討したものではあるが、都市計画における事前手続と事後手続の役割分担に
ついて、イギリス法との比較で日本における具体的な議論を展開したものである。 
加えて、日本における具体的な判例を基に、事後手続の一局面として狭義の訴えの利益につ

いて検討する論文も刊行した（論文⑦）。 
 
（３）2017 年度 
3 年度目となる 2017 年度には、これまでの事前手続と事後手続に関する文献調査、及び昨年

度のイギリス調査に基づく論文を公刊した。また、イギリスにおける追加調査も行った。行政
的正義の観点から事前・事後手続に詳しいエセックス大学のサンキン教授へのインタビュー調
査、及び、文献調査を行った。 
論文については、計画の事前・事後手続一般に関して、協議会という仕組みに注目して考察

を行った論文を公刊した（論文⑤）。法定の協議会という、行政計画の事前手続と計画の実施と
いう策定後の手続に関わる仕組みについて、手続の法的統制などの観点から考察検討を行った。
協議会は、近年、法定化が目立つものであるが、事前手続と事後手続の結節点において大きな
役割を果たしていると考えられ、本研究の一体的把握による法的統制という視角がよく作用す
るものである。 
次に個別分野として、海における計画に関して論文を公刊した（論文⑥）。本論文は海の管理

に係る計画的対応について主として検討したものであるが、イギリス法との比較を通じて、海
洋空間計画の多段階的な事前手続やそこでの利害調整について詳細に論じ、事後手続での法的
統制の制約についても言及した。 
 
（４）2018 年度 
最終年度となる 2018 年度は、さらなる文献調査を行い、これまでの研究成果を発展さ

せる形での研究を行った。まず、昨年度末に公刊した協議会に係る論文の後半に当たる論
文を公刊した（論文③）。全編においては現在の法状況の分析が中心であったが、後編にお
いては事前・事後での法的統制を中心に分析を行った。また、昨年度に公刊した海におけ
る計画に関し、公物法・環境法の観点から議論を発展させたものについて、行政法フォー
ラムで報告するとともに、論文として公刊した（学会発表①、論文①）。 
判例研究においても、廃道処分という具体的な課題状況について、事前の権利者への同

意手続と事後の権利者による争訟手続との関係の観点からも検討を行った（論文④）。 
 
 
４．研究成果 
（１）計画策定段階に係る研究 
  計画策定段階については、まず法令による規律密度という観点から分析を行った（論文⑧）。
一体的把握について直接扱った論文ではないが、その前提としてのイギリス都市法の特徴を析
出し、日本の都市法との比較をする作業を行った。次に、日本において近年制度上よく用いら
れている協議会について考察した（論文③⑤）。協議会は計画策定の事前手続に関与するだけで



なく、事後の計画実施においても重要な役割を果たす装置であるため、その考察においては一
体的把握という視点が重要となる。同論文ではイギリス法を直接参照していないが、一体的把
握という視点を背景に考察した。協議会に関する法学から研究は近年散見されるが、いまだ網
羅的なものはほとんど無いなかで、協議会について規定する全ての法令を網羅的に検討したう
えで考察したものであり、学術的だけでなく実務的にも価値があると考えられる。その際に、
行政計画の事前と事後の手続を接合する装置として検討したため、一体的把握とそれに基づく
統制という本研究の視点からの考察がうまく作用し、分析をすることができた。 
次に、都市計画以外の分野における計画制度についても検討を行った。新しい計画制度であ

る海洋空間計画（marine spatial planning）に関する法的考察において、その事前手続と事後
手続のあり方についても都市計画と比較をしつつ考察した（論文⑥）。その後、日本における洋
上風力発電所に係る計画統制へと議論を発展させ、公物法および環境法の観点から分析を加え、
行政法研究フォーラムにおいて報告を行うとともに、論文として公刊した（学会発表①、論文
①）。日本ではいまだ制度化が検討されている目新しいテーマであり、その点に学術的価値があ
ると考えられる。 
  以上のように、事前・事後の手続の一体的把握による法的統制について、協議会や海洋計画
といった具体的な仕組みを対象に考察をし、論文執筆、学会報告を行うことができた。しかし
ながら、計画争訟制度、専門的な利害調整機関や裁断機関（イギリスにおける審問官、計画裁
判所）といったより一般的な課題については、研究期間内に十分な研究成果を出すことはでき
なかった。今後も、これまでの研究を踏まえて、こうした一般的課題の研究を継続してゆく。 
 
（２）許認可段階に係る研究 
まず前提作業として、イギリスにおける都市・環境分野の行政争訟に係る近年の動向につい

て論文を取りまとめるとともに、批判的考察を行った（論文⑨、図書③）。行政争訟について、
一方でアクセス制限、他方で専門化といった動向が見られ、それらは事前手続にも影響を及ぼ
しうるものであるため、本研究の基礎となる。次に、許可申請に係る手続において争訟手続の
側面が見られるコールインについて、論文を執筆した（図書②）。コールインは、地方での許可
申請について中央政府の大臣が自ら判断するために関与するもので、実際の審査は審問官によ
って行われる。審問官は審査請求と類似の手続で申請を審査するため、事前手続において事後
手続の要素が見られる場面である。本論考は、土地総合研究所の書籍という実務家にもよく参
照される媒体での掲載となり、実務的な議論や制度構想に一定の影響を与えうるものと考えら
れる。 
日本に関する議論として、判例分析を中心に、開発許可（論文⑦）、廃道処分（論文④）につ

いてそれぞれ論文を公刊した。個別の判例を中心とした分析ではあるが、開発許可の取消訴訟
における狭義の訴えの利益、廃道処分の取消訴訟における原告適格はいずれも、処分に至る事
前の手続が事後の訴訟において作用するテーマであり、一体的把握を考える際の素材となる者
である。 
なお、環境影響評価も事前手続と事後手続との連関が見られる分野である。環境影響評価自

体の研究を論文にまとめることは期間内にできなかったが、EU離脱と法の維持に係る論文にお
いて多少扱った（論文②）。当該論文は、現在進行中の Brexit に関し、イギリス国内法（特に
環境法）に及ぼす影響といった観点から分析したもので、時宜に適した研究として価値がある
ものと考えられる。また、個別法分野として廃棄物政策に係る考察においても、事前の参加手
続と事後の争訟手続の観点から分析を行った（図書①）。 
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